令和８年（2026年）３月
一時預かり利用者の皆様へ
保育課長
給食費の改定及び乳児等通園支援事業の開始に伴う
一時預かり利用可能日の変更について
物価高騰に伴い令和８年４月から給食費を改定いたします。ご理解のほどお願いいたします。
　また、児童福祉法の改正により、令和８年（2026年）４月１日から乳児等通園支援事業（誰でも通園制度。以下同。）が法律上の給付事業として開始されます。これに伴い、下記のとおり、本市公立保育園にて実施している一時預かりの利用可能日が変更となります。一時預かり利用者におかれましては、ご不便をおかけすることもございますが、ご理解いただけますようお願いいたします。
１　給食費の改定について
　　給食食材の価格高騰に伴い、次のとおり令和８年４月１日から改定します。

　　改定後：280円　改定前：250円

２　乳児等通園支援事業の概要について
　　「全てのこどもの育ちを応援し、こどもの良質な成育環境を整備すること」を目的とし、月一定時間(上限10時間※)の利用可能枠の中で、就労要件を問わずに時間単位で利用することができる制度です。
　　本市におきましても、一時預かりを実施している公立保育園（由比ガ浜保育園、岡本保育園、深沢保育園。以下同。）において、令和８年（2026年）５月１日から各園週１回を目途に本事業を実施する予定です。
３　一時預かり利用日可能日の変更について
　　上記１のとおり、本市公立保育園にて本事業を実施することに伴い、令和８年（2026年）５月１以降、一時預かりをご利用いただける曜日は次のとおりとなります。
	
	月曜日
	火曜日
	水曜日
	木曜日
	金曜日
	土曜日

	岡本保育園
	×
	〇
	〇
	〇
	〇
	〇

	深沢保育園
	〇
	×
	〇
	〇
	〇
	〇

	由比ガ浜保育園
	〇
	〇
	×
	〇
	〇
	〇


〇：利用可　×：利用不可
